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計 議 第 ３ ５ ７ 号   
都企計第１９６号   
令和６年１０月２１日   

京都市都市計画審議会 
会長 川﨑 雅史 様 

京都市長 松井 孝治   
 

 

京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）生産緑地地区 

の変更について（付議） 

 
 
都市計画法第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第１項の規定

に基づき、別紙のとおり貴審議会に付議します。 
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京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画） 
生産緑地地区の変更（京都市決定） 

 

 

    都市計画生産緑地地区を次のように変更する。 

 

 

 

 

 

     「位置及び区域は計画図表示のとおり」 
 
 
    理 由 
 
     市街化区域内における良好な都市環境の形成に資する生産緑地について、 
    位置及び区域並びに面積の変更が生じたため変更するものである。 
 

面   積 備 考 

約 475.11 ha  
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計 議 第 ３ ５ ８ 号   
 都企計第１９７号   
令和６年１０月２１日   

京都市都市計画審議会 
会長 川﨑 雅史 様 

京都市長 松井 孝治   
 

 

 

特定生産緑地の指定について（照会） 

 
 

 
生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第１０条の２第３項の規定に基づき、別

紙のとおり貴審議会の意見をお聴きします。 
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  生産緑地法（昭和49年法律第68号）第10条の2第1項の規定に基づき、特定生産緑地を次のように指定する。

右179 右京区 嵯峨野南浦町 外 地内 約 0.41 ha 0.03 ha 令和6年12月6日 太秦56-4
右188 右京区 太秦皆正寺町 地内 約 0.25 ha 0.07 ha 令和6年12月6日 太秦56-1
右199 右京区 太秦朱雀町 地内 約 0.36 ha 0.1 ha 令和6年12月6日 太秦56-3
右296 右京区 太秦海正寺町 地内 約 0 ha 0.09 ha 令和6年12月6日 太秦56-3
右323 右京区 嵯峨観空寺岡崎町 地内 約 1.17 ha 0.03 ha 令和6年12月6日 北嵯峨38-7
右37 右京区 北嵯峨北ノ段町 地内 約 0.14 ha 0.03 ha 令和6年12月6日 北嵯峨38-4
右39 右京区 北嵯峨名古曽町 地内 約 1.23 ha 0.03 ha 令和6年12月6日 北嵯峨38-5
左532 左京区 一乗寺東浦町 地内 約 0 ha 0.06 ha 令和6年12月6日 松ヶ崎34-6
左533 左京区 一乗寺木ノ本町 地内 約 0 ha 0.05 ha 令和6年12月6日 松ヶ崎34-8
西162 西京区 樫原水築町 地内 約 0.21 ha 0.0007 ha 令和6年12月6日 桂74-7
南101 南区 吉祥院嶋野間詰町 地内 約 0.08 ha 0.08 ha 令和6年12月6日 吉祥院84-9
南294 南区 上鳥羽仏現寺町 地内 約 0 ha 0.09 ha 令和6年12月6日 上鳥羽85-2
伏197 伏見区 下鳥羽南柳長町 地内 約 0.19 ha 0.08 ha 令和6年12月6日 下鳥羽103-7

伏273 伏見区 横大路北ノ口町 地内 約 10.8 ha 0.03 ha 令和6年12月6日
羽束師110-9
納所117-3

伏463 伏見区 向島吹田河原町 地内 約 0.28 ha 0.04 ha 令和6年12月6日 中書島112-6
伏514 伏見区 羽束師菱川町 地内 約 29.25 ha 0.01 ha 令和6年12月6日 久我102-8
伏559 伏見区 羽束師菱川町 地内 約 0.59 ha 0.1 ha 令和6年12月6日 久我102-7
伏578 伏見区 羽束師鴨川町 地内 約 0.13 ha 0.3 ha 令和6年12月6日 羽束師110-3
伏601 伏見区 下鳥羽西柳長町 地内 約 0.06 ha 0.05 ha 令和6年12月6日 下鳥羽103-4
伏629 伏見区 竹田向代町 地内 約 0 ha 0.08 ha 令和6年12月6日 上鳥羽85-6
伏630 伏見区 羽束師古川町 地内 約 0 ha 0.1 ha 令和6年12月6日 羽束師110-1
伏735 伏見区 羽束師古川町 地内 約 0 ha 0.08 ha 令和6年12月6日 羽束師110-2

約 1.55 ha
 「区域は指定図表示のとおり」

特定生産緑地（京都市）の指定

備考新たに指定
する区域

生産緑地
地区番号

位置
申出基準日

又は
指定期限日

図面番号
特定生産緑地指定面積

既に指定され
ている区域

合計
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計 議 第 ３ ５ ９ 号   
都 企 計 第 １ ９ ８ 号   
令和６年１０月２１日   

京都市都市計画審議会 
会長 川﨑 雅史 様 

京都市長 松井 孝治   

 

 

京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）地区計画の

変更について（付議） 

 
 

 
都市計画法第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第１項の規

定に基づき、別紙のとおり貴審議会に付議します。 
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京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画） 

地区計画の変更（京都市決定） 
 

都市計画西京桂坂地区計画を次のように変更する。 

名   称 西京桂坂地区計画 

位   置 

京都市西京区御陵大枝山町一丁目、御陵大枝山町二丁目、御陵大枝山町三丁

目、御陵大枝山町四丁目、御陵大枝山町五丁目、御陵大枝山町六丁目、御陵峰ケ堂

町三丁目、大枝北沓掛町二丁目及び大枝北沓掛町六丁目の各全部 

京都市西京区御陵峰ケ堂、御陵峰ケ堂町一丁目、御陵峰ケ堂町二丁目、大枝北沓

掛町一丁目、大枝北沓掛町三丁目、大枝北沓掛町四丁目、大枝北沓掛町五丁目、大

枝北沓掛町七丁目及び大枝中山町の各一部 

面   積 

約 １４２．９ヘクタール 

（桂坂地区 約 １１４．０ヘクタール、西桂坂地区 約 ２０．３ヘクタール、東桂坂地区 

約 ８．６ヘクタール） 

地区計画の目標 

当地区は、西京区の西山丘陵に位置し、現在、広域機能をあわせもつ良好な住宅

地として、住宅団地の開発が進められている。周辺の自然環境と調和のとれた計画的

で良好な居住環境の形成・誘導を図る。 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

に

関

す

る

方

針 

土地利用の方針 低層の住宅地を主体とした土地利用を図るとともに、地区内外の利便に供し、かつ、

環境の魅力を高める公共公益施設等を配置する。 

地区施設の整備方針 地区内には、幹線道路、補助幹線道路及び近隣公園を整備し、区画道路、児童公

園については、コミュニティの形成を考慮して適正な配置を行い、整備を図る。 

建築物等の整備方針 桂坂地区 

 １ 住宅地区 

   低層住宅地として良好な居住環境を形成・誘導するため、用途の混在を防止し、 

適正な区画規模のもとに壁面後退等により空地を確保して緑化を図る。 

 ２ コミュニティ道路地区 

   コミュニティ道路の整備を踏まえ、住宅地区の居住環境と調和を図りつつ、生活利 

便施設の誘導を図る。 

 ３ センター地区 

   住宅地区の居住環境と調和を図りつつ、憩いと潤いの場を備えた商業・業務等の 

施設により魅力ある街区の形成を誘導する。 

 ４ 学術研究地区 

   住宅地区と調和し、環境魅力を高める学術・研究施設の整備を図る。 

西桂坂地区 

 １ 住宅地区 

   低層住宅地として良好な居住環境の形成・誘導を図る。 

 ２ サブセンター及び福祉地区 

   住宅地区の居住環境と調和を図りつつ、商業及び福祉等の施設の機能が維持で

きるよう街区の形成を誘導する。 

東桂坂地区 

   低層住宅地として良好な居住環境の形成・誘導を図る。 
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桂坂地区 

地

区

整

備

計

画 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂かえで地区 

区分の面積 約 １４．５ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

 １ 一戸建専用住宅（住宅宿泊事業法第２条第３項に規定する住宅宿泊事業

の用に供するものを除く。） 

 ２ 診療所（住宅（住宅宿泊事業法第２条第３項に規定する住宅宿泊事業の用

に供するものを除く。）を兼ねるものを含む。） 

 ３ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条

の４に規定する公益上必要な建築物 

 ４ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物（建築基準法施行令第１３０条の 

５に定めるものを除く。） 

建築物の敷地面 

積 の最 低 限 度 
１６０平方メートル 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂さつき東地区 

区分の面積 約 ２．７ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

 １ 一戸建専用住宅 

 ２ 集会所 

 ３ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条

の４に規定する公益上必要な建築物 

 ４ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物（建築基準法施行令第１３０条の 

５に定めるものを除く。） 

建築物の敷地面 

積 の最 低 限 度 
３３０平方メートル 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂さつき西地区 

区分の面積 約 ４．８ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

 １ 一戸建専用住宅 

 ２ 診療所（住宅を兼ねるものを含む。） 

 ３ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条

の４に規定する公益上必要な建築物 

４ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物（建築基準法施行令第１３０条の 

５に定めるものを除く。） 

建築物の敷地面 

積 の最 低 限 度 
１６０平方メートル 
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地

区

整

備

計

画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂にれのき北地区 

区分の面積 約 ７．３ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

 １ 一戸建専用住宅（住宅宿泊事業法第２条第３項に規定する住宅宿泊事業の

用に供するものを除く。） 

 ２ 診療所（住宅（住宅宿泊事業法第２条第３項に規定する住宅宿泊事業の用

に供するものを除く。）を兼ねるものを含む。） 

 ３ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条

の４に規定する公益上必要な建築物 

 ４ 集会所 

 ５ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物（建築基準法施行令第１３０条の 

５に定めるものを除く。） 

建築物の敷地面 

積 の最 低 限 度 
１６０平方メートル 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂くすのき東地区 

区分の面積 約 ６．９ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

１ 一戸建専用住宅 

 ２ 診療所（住宅を兼ねるものを含む。） 

 ３ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条

の４に規定する公益上必要な建築物 

 ４ 集会所 

 ５ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物（建築基準法施行令第１３０条の 

５に定めるものを除く。） 

建築物の敷地面 

積 の最 低 限 度 
１６０平方メートル 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂くすのき中地区 

区分の面積 約 ２．０ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

 １ 一戸建専用住宅 

 ２ 診療所（住宅を兼ねるものを含む。） 

 ３ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条

の４に規定する公益上必要な建築物 

 ４ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物（建築基準法施行令第１３０条の 

５に定めるものを除く。） 

建築物の敷地面 

積 の最 低 限 度 
１６０平方メートル 
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区

整

備

計

画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂つばき東地区 

区分の面積 約 １．７ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

 １ 一戸建専用住宅 

 ２ 診療所（住宅を兼ねるものを含む。） 

 ３ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条

の４に規定する公益上必要な建築物 

 ４ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物（建築基準法施行令第１３０条の 

５に定めるものを除く。） 

建築物の敷地面 

積 の最 低 限 度 
１４０平方メートル 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂ひいらぎ中地区 

区分の面積 約 ０．７ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

 １ 一戸建専用住宅 

 ２ 診療所（住宅を兼ねるものを含む。） 

 ３ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条

の４に規定する公益上必要な建築物 

 ４ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物（建築基準法施行令第１３０条の 

５に定めるものを除く。） 

建築物の敷地面 

積 の最 低 限 度 
１４０平方メートル 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂つばき西地区 

区分の面積 約 ７．２ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

１ 一戸建専用住宅 

 ２ 診療所（住宅を兼ねるものを含む。） 

 ３ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条

の４に規定する公益上必要な建築物 

 ４ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物（建築基準法施行令第１３０条の 

５に定めるものを除く。） 

建築物の敷地面 

積 の最 低 限 度 
１６０平方メートル 
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地

区

整

備

計

画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂あすなろ地区 

区分の面積 約 ５．４ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

 １ 一戸建専用住宅 

 ２ 診療所（住宅を兼ねるものを含む。） 

 ３ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条

の４に規定する公益上必要な建築物 

 ４ 集会所 

 ５ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物（建築基準法施行令第１３０条の 

５に定めるものを除く。） 

建築物の敷地面 

積 の最 低 限 度 
１６０平方メートル 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂くすのき西地区 

区分の面積 約 ０．４ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

 １ 一戸建専用住宅 

 ２ 診療所（住宅を兼ねるものを含む。） 

 ３ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条

の４に規定する公益上必要な建築物 

 ４ 集会所 

 ５ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物（建築基準法施行令第１３０条の 

５に定めるものを除く。） 

建築物の敷地面 

積 の最 低 限 度 
１４０平方メートル 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂季美が丘地区 

区分の面積 約 ２．４ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

 １ 一戸建専用住宅 

 ２ 診療所（住宅を兼ねるものを含む。） 

 ３ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条

の４に規定する公益上必要な建築物 

 ４ 集会所 

 ５ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物（建築基準法施行令第１３０条の 

５に定めるものを除く。） 

建築物の敷地面 

積 の最 低 限 度 
１４０平方メートル 
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区

整
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建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂もくれん東地区 

区分の面積 約 ３．４ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

 １ 一戸建専用住宅 

 ２ 診療所（住宅を兼ねるものを含む。） 

 ３ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条

の４に規定する公益上必要な建築物 

 ４ 集会所 

 ５ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物（建築基準法施行令第１３０条の 

５に定めるものを除く。） 

建築物の敷地面 

積 の最 低 限 度 
１６０平方メートル 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂もくれん西地区 

区分の面積 約 ２．７ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

１ 一戸建専用住宅 

 ２ 診療所（住宅を兼ねるものを含む。） 

 ３ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条

の４に規定する公益上必要な建築物 

 ４ 集会所 

 ５ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物（建築基準法施行令第１３０条の 

５に定めるものを除く。） 

建築物の敷地面 

積 の最 低 限 度 
１７０平方メートル 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂くすのき北地区 

区分の面積 約 ０．５ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

 １ 一戸建専用住宅 

 ２ 診療所（住宅を兼ねるものを含む。） 

 ３ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条

の４に規定する公益上必要な建築物 

 ４ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物（建築基準法施行令第１３０条の 

５に定めるものを除く。） 

建築物の敷地面 

積 の最 低 限 度 
３３０平方メートル 
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地

区

整

備

計

画 

 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂ひいらぎ南地区 

区分の面積 約 ３．６ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

 １ 一戸建専用住宅 

 ２ 診療所（住宅を兼ねるものを含む。） 

 ３ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条

の４に規定する公益上必要な建築物 

 ４ 保育所 

 ５ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物（建築基準法施行令第１３０条の 

５に定めるものを除く。） 

建築物の敷地面 

積 の最 低 限 度 
１６０平方メートル 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂ひいらぎ北地区 

区分の面積 約 ３．８ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

 １ 一戸建専用住宅 

 ２ 診療所（住宅を兼ねるものを含む。） 

 ３ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条

の４に規定する公益上必要な建築物 

４ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物（建築基準法施行令第１３０条の 

５に定めるものを除く。） 

建築物の敷地面 

積 の最 低 限 度 
１６０平方メートル 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂にれのき南地区 

区分の面積 約 ２．８ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

 １ 一戸建専用住宅（住宅宿泊事業法第２条第３項に規定する住宅宿泊事業の

用に供するものを除く。） 

 ２ 診療所（住宅（住宅宿泊事業法第２条第３項に規定する住宅宿泊事業の用

に供するものを除く。）を兼ねるものを含む。） 

 ３ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条

の４に規定する公益上必要な建築物 

 ４ 集会所 

５ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物（建築基準法施行令第１３０条の 

５に定めるものを除く。） 

建築物の敷地面 

積 の最 低 限 度 
１６０平方メートル 
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地

区

整

備

計 

画 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂第２４地区 

区分の面積 約 ３．８ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

１ 一戸建専用住宅 

２ 診療所（住宅を兼ねるものを含む。） 

３ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条

の４に規定する公益上必要な建築物 

４ 集会所 

５ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物（建築基準法施行令第１３０条の５

に定めるものを除く。） 

壁面の位置の制限 建築物の外壁の面から、敷地の境界線までの距離の最低限度は、道路の境界

線あっては１．５メートル、隣地の境界線にあっては１．２メートルとする。 

ただし、敷地境界線までの距離の限度に満たない距離にある１若しくは２以上

の建築物又はその部分で、次のいずれかに該当するものについては、この限りで

はない。 

 ア 地階で地盤面上１メートル以下のもの 

 イ 自動車車庫の用途に供し、地盤面からの高さが３メートル以下で、かつ、外

壁を有しないもの 

 ウ 物置の用途に供し、地盤面からの高さが３メートル以下で、かつ、床面積の

合計が５平方メートル以内であるもの 

建築物の敷地面

積 の 最 低 限 度 
１５０平方メートル 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂けやき東地区 

区分の面積 約 １．９ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

１ 一戸建専用住宅 

２ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条 

の４に規定する公益上必要な建築物 

３ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物（建築基準法施行令第１３０条の５ 

に定めるものを除く。） 

建築物の敷地面

積 の 最 低 限 度 
４２０平方メートル 
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地
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整

備

計 

画 

 

 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂けやき中地区 

区分の面積 約 ２．０ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

１ 一戸建専用住宅 

２ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条の

４に規定する公益上必要な建築物 

３ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物（建築基準法施行令第１３０条の５に

定めるものを除く。） 

建築物の敷地面

積 の 最 低 限 度 
３３０平方メートル 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂けやき西地区 

区分の面積 約 ４．２ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

１ 一戸建専用住宅 

２ 診療所（住宅を兼ねるものを含む。） 

３ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条の

４に規定する公益上必要な建築物 

４ 集会所 

５ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物（建築基準法施行令第１３０条の５に

定めるものを除く。） 

建築物の敷地面

積 の 最 低 限 度 
１８０平方メートル 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂さつき北第１地区 

区分の面積 約 ０．４ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

１ 一戸建専用住宅 

２ 診療所（住宅を兼ねるものを含む。） 

３ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条の

４に規定する公益上必要な建築物 

４ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物（建築基準法施行令第１３０条の５に

定めるものを除く。） 

建築物の敷地面

積 の 最 低 限 度 
２３０平方メートル 
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建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂さつき北第２地区 

区分の面積 約 ０．６ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

１ 一戸建専用住宅 

２ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条の

４に規定する公益上必要な建築物 

３ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物（建築基準法施行令第１３０条の５に

定めるものを除く。） 

建築物の敷地面

積 の 最 低 限 度 
１３５平方メートル 
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地
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画 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区 

の 

区分 

区分の名称 

桂坂センター地区 

A地区 B地区 C地区 D地区 E地区 

区分の面積 
約 １．９ 

ヘクタール 

約 １．３ 

ヘクタール 

約 ０．７ 

ヘクタール 

約 ０．１ 

ヘクタール 

約 ０．３ 

ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 

 １ 工場（建築基準法施行令第１３０条の６に定めるものを除く。） 

 ２ 畜舎 

 ３ 自動車教習所 

 ４ 倉庫業を営む倉庫 

壁面の位置の制限  建築物の外

壁又はこれに

代わる柱の面

から、市道大

枝 緯 １ ０ １ 号

線 及 び 市 道

御陵経７号線

までの距離の

最低限度は５

メ ー ト ル と す

る。 

 建 築 物 の 外

壁 又 はこ れ に

代わる 柱の 面

から、市道大枝

緯１０１号線及

び市道御陵経

７号線までの距

離の最低限度

は２ メート ル と

する。 

 建 築 物 の 外

壁 又 はこ れ に

代わる 柱の 面

から、市道御陵

経８号線、市道

御 陵 経 ９ 号 線

及び市道御陵

自歩１２号線ま

での距離の最

低限度は１メー

トルとする。 

 建 築 物 の 外

壁 又 はこ れ に

代わる 柱の 面

から、市道御陵

経 ７ 号 線 及 び

北側の前面道

路までの 距離

の最低限度は

１ メートルとす

る。 

 建 築 物 の 外

壁 又 は こ れ に

代わる 柱の 面

から、市道御陵

経７号線までの

距離の最低限

度は１メートル

とする。 

 建築物の外

壁又はこれに

代わる柱の面

から、市道大

枝 緯 １ ０ １ 号

線、市道御陵

経７号線及び

市道御陵緯２

２ 号線までの

距離の最低限

度は２メートル

とする。 

建築物の敷地面

積 の 最 低 限 度 

６，０００ 

平方メートル 

１５０ 

平方メートル 

１５０ 

平方メートル 

１５０ 

平方メートル 

１５０ 

平方メートル 

建 築 物 等 の 高

さ の 最 高 限 度 
１５メートル １５メートル １２メートル １２メートル １５メートル 
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築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区 

の 

区分 

区分の名称  桂坂ひいらぎ石畳通地区 

区分の面積 約 １．６ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

建築基準法別表第２（ろ）項第２号に掲げる建築物（住宅の用途を兼ねるものを

除く。）は建築してはならない。 

壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、市道御陵緯７号線までの距離の最

低限度は１メートルとする。 

建築物の敷地面 

積 の最 低 限 度 
１５０平方メートル 

地区 

の 

区分 

区分の名称  桂坂つばき石畳通Ａ地区 

区分の面積 約 １．４ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

建築基準法別表第２（ろ）項第２号に掲げる建築物（住宅の用途を兼ねるものを

除く。）は建築してはならない。 

壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、市道御陵緯７号線までの距離の最

低限度は１メートルとする。 

建築物の敷地面 

積 の最 低 限 度 
１５０平方メートル 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂つばき石畳通Ｂ地区 

区分の面積 約 ０．２ヘクタール 

壁面の位置の制限 
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、市道御陵自歩１４号線までの距離

の最低限度は１メートルとする。 

建築物の敷地面 

積 の最 低 限 度 
１５０平方メートル 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂学術研究地区 

区分の面積 約 ３．２ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

 １ 大学 

 ２ 共同住宅、寄宿舎 

 ３ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物 

建築物の容積 

率の最高限度 
１０分の８ 

建築物の建ぺい 

率の最高限度 
１０分の５ 

壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界までの距離は２メートル以

上でなければならない。ただし、守衛所、自転車置場その他これらに類するもので

階数が１のものはこの限りではない。 

備      考 

桂坂季美が丘地区において、建築基準法第８６条第１項若しくは第２項又は第８

６条の２第１項の規定による認定を受けたものについては、建築物の敷地面積は、

建築物の専有部分の敷地面積に車庫等の専用部分の敷地面積及び通路等の共

用部分の面積に当該建築物の所有者に係る当該共用部分の持分を乗じて得たも

のを加えた面積とする。 
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西桂坂地区 

地

区

整

備

計

画 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂しらかば地区 

区分の面積 約 ５．４ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

 １ 一戸建専用住宅、二戸建専用住宅 

 ２ 建築基準法施行令第１３０条の３の各号に定める兼用住宅 

 ３ 診療所（住宅を兼ねるものを含む。） 

 ４ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条

の４に規定する公益上必要な建築物 

 ５ 集会所 

 ６ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物（建築基準法施行令第１３０条の 

５に定めるものを除く。） 

建築物の敷地面 

積 の最 低 限 度 

１１０平方メートル（ただし、二戸建専用住宅については一戸当たり１１０平方メー

トル） 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂あかしあ地区 

区分の面積 約 ３．９ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

 １ 一戸建専用住宅、二戸建専用住宅 

 ２ 建築基準法施行令第１３０条の３の各号に定める兼用住宅 

 ３ 診療所（住宅を兼ねるものを含む。） 

 ４ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条

の４に規定する公益上必要な建築物 

 ５ 集会所 

６ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物（建築基準法施行令第１３０条の 

５に定めるものを除く。） 

壁面の位置の制限 建築物の外壁の面から敷地境界線までの距離の最低限度は、道路境界線にあ

っては１．２メートル、隣地境界線にあっては０．８メートルとする。ただし、敷地境界

線までの距離の最低限度に満たない距離にある１若しくは２以上の建築物又はそ

の部分が、物置の用途に供し、軒の高さが２．３メートル以下で、かつ、床面積の合

計が５平方メートル以内である場合は、この限りでない。 

建築物の敷地面 

積 の最 低 限 度 

１１０平方メートル（ただし、二戸建専用住宅については一戸当たり１１０平方メー

トル） 

備      考 
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東桂坂地区 

地

区

整

備

計

画 

 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区 

の 

区分 

区分の名称 桂坂もみのき地区 

区分の面積 約 ７．７ヘクタール 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

 １ 一戸建専用住宅 

 ２ 建築基準法施行令第１３０条の３の各号に定める兼用住宅 

 ３ 診療所（住宅を兼ねるものを含む。） 

 ４ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条

の４に規定する公益上必要な建築物 

 ５ 集会所 

 ６ 前各号に掲げる建築物に附属する建築物（建築基準法施行令第１３０条の 

５に定めるものを除く。） 

建築物の敷地面 

積 の最 低 限 度 
１１０平方メートル 

備      考  

「区域、地区整備計画の区域は計画図表示のとおり」 

 

理  由 

 

 本都市計画は、桂坂かえで地区において、平成３０年６月の住宅宿泊事業法の施行を踏まえ、建築物等の用途制限に

ついて新たに対象用途を追加することにより、用途の混在を防止し、引き続き、良好な居住環境の形成・誘導を図るもので

ある。 
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計 議 第 ３ ６ ０ 号   
都 企 計 第 １ ９ ９ 号   
令和６年１０月２１日   

京都市都市計画審議会 
会長 川﨑 雅史 様 

京都市長 松井 孝治   

 

 

京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）地区計画の

変更について（付議） 

 
 

 
都市計画法第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第１項の規

定に基づき、別紙のとおり貴審議会に付議します。 
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計 議 第 ３ ６ １ 号   
都 企 計 第 ２ ０ ０ 号   
令和６年１０月２１日   

京都市都市計画審議会 
会長 川﨑 雅史 様 

京都市長 松井 孝治   

 

 

京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）地区計画の

変更について（付議） 

 
 

 
都市計画法第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第１項の規

定に基づき、別紙のとおり貴審議会に付議します。 
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京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画） 

地区計画の変更（京都市決定） 

 

都市計画向島国道１号周辺地区地区計画を次のように変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名     称  向島国道１号周辺地区地区計画 

位     置 京都市伏見区向島上五反田の一部 

面     積 約 ８．６ ヘクタール 

地 区 計 画 の 目 標 

当地区は、市域南部の宇治川左岸に位置し、第二京阪道路巨椋池イ

ンターチェンジに近接するとともに、グローバルに活躍する企業が立

地する、市内最大の産業集積エリア「らくなん進都」へのアクセスに

も優れている。 

このような地区において、地区計画を策定することにより、農地な

ど周辺環境や営農環境との調和を図りつつ、産業分野において地域経

済を牽引する事業の用に供する施設を誘導し、新たな雇用の創出や域

内経済の好循環を図る。 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土 地 利 用 の 方 針 

充実した交通インフラをいかし、近接する「らくなん進都」との相

乗効果を発揮する、物流関連分野、飲食料品分野、成長ものづくり分

野、環境・エネルギー分野、ヘルスケア・ライフサイエンス分野及び

デジタル・ＤＸ分野の企業について、優先的に立地誘導を図る。 

地 区 施 設 の 

整 備 の 方 針 

 当地区周辺における将来的な開発も見据え、国道１号に接続する道

路を配置することで、地域における国道１号へのアクセス機能の強化

を図るとともに、緑地を配置することで、農地など周辺環境や営農環

境との調和を図る。また、浸水被害の防止を図るため、雨水貯留施設

を設置する。 

建 築 物 等 の 

整 備 の 方 針 

建築物等の用途を制限するとともに、建築物の容積率の最高限度、

建築物の建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度及び建築物

等の高さの最高限度を定めることにより、農地など周辺環境や営農環

境との調和を図りつつ、高い生産性や機能性を備え、良好な操業環境

が確保された建築物を誘導する。 
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地

区

整

備

計

画 

地 区 施 設 の 

配 置 及 び 規 模 

１ 道路 １号 幅員９メートル、延長約３４３メートル 

 道路 ２号 幅員９メートル、延長約２１０メートル 

２ 緑地 １号 約３，７５０平方メートル 

  緑地 ２号 約２，２９５平方メートル 

３ 雨水貯留施設 １号 約６，６６０立方メートル（地下に設

ける。） 

  雨水貯留施設 ２号 約３，０２４立方メートル（地下に設

ける。） 

地 区 の

区分 

地 区 の 名 称 Ａ地区 

地 区 の 面 積 約５．８ヘクタール 

建 築 物

等 に 関

す る 事

項 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 

⑴ 事務所 

⑵ 倉庫 

⑶ 工場（建築基準法別表第２（る）項第１号に掲げるものを除

く。） 

⑷ 前３号の建築物に付属するもの 

⑸ バス停留所の上屋 

建 築 物 の 

容 積 率 の 

最 高 限 度 

 １０分の２０ 

建 築 物 の 

建 蔽 率 の 

最 高 限 度 

１０分の６ 

建 築 物 の 

敷 地 面 積 の 

最 低 限 度 

１０，０００平方メートル。ただし、バス停留所の上屋には適

用しない。 

建 築 物 等 の 

高 さ の 

最 高 限 度 

 ４２メートル 

地 区 の

区分 

地 区 の 名 称 Ｂ地区 

地 区 の 面 積 約２．８ヘクタール 

建 築 物

等 に 関

す る 事

項 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 

⑴ 事務所 

⑵ 倉庫 

⑶ 工場（建築基準法別表第２（る）項第１号に掲げるものを除

く。） 

⑷ 前３号の建築物に付属するもの 

⑸ バス停留所の上屋 
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建 築 物 の 

容 積 率 の 

最 高 限 度 

 １０分の２０ 

建 築 物 の 

建 蔽 率 の 

最 高 限 度 

１０分の６ 

建 築 物 の 

敷 地 面 積 の 

最 低 限 度 

１０，０００平方メートル。ただし、バス停留所の上屋には適

用しない。 

建 築 物 等 の 

高 さ の 

最 高 限 度 

 ３５メートル 

「区域、地区整備計画の区域及び地区施設の配置は計画図表示のとおり」 

 

 

理  由 

 

本都市計画は、充実した交通インフラに近接し、市内最大の産業集積エリア「らくなん進都」

へのアクセスにも優れる本地区において、新たな事業に関する土地利用の調整がなされたことか

ら、農地など周辺環境や営農環境との調和を図りつつ、産業分野において地域経済を牽引する事

業の用に供する施設をより一層誘導し、新たな雇用の創出や域内経済の好循環をさらに図るため、

地区計画を変更するものである。 

29


